
 

労務管理セミナーのご案内 
 

労務管理は企業経営・企業業績を大きく左右する重要なポイントです。 

今回は、旬の話題である 5 つのテーマ（助成金・ブラック企業・採用・

パワハラ・人事賃金制度）で、労務管理セミナーを開催いたします。 
 

 

・助成金      「助成金はよく分からない！」そんな声にお応えして、雇用に 

関するものに絞り、すぐに使える助成金をご説明いたします。 

 

・ブラック企業   今話題の「ブラック企業」を反面教師として、正しい労務管理 

とは何かを具体的に学びます。 

  

・採用         「いい人がなかなか採用できない」とお悩みの経営者向けに採用の 

        コツを履歴書の見方から丁寧にご説明します。 

 

・パワハラ        何がパワハラで何がそうでないのか？ お悩みの方にワークショ 

ップ形式で具体的に考えるセミナーをご用意します。 

 

・人事賃金制度     アベノミクスで大企業は賃上げに動いているが、中小企業はどう 

すればいいのか？ 人事賃金制度の基本から丁寧にご説明します  

 

 
 セミナー終了後、個別相談（相談料：無料）を受け付けます。「講師に聞いてみたいことがあるが当日

だと慌ただしい。他社に聞かれずにじっくり相談したい。」と思う方は個別相談に是非お申込ください。 

 

テーマ 開催日時・内 容 

助成金 2014 
◆ ７月  ８日(火) 午後 2時 00分～4時 00分 /定員３０名 

①使える助成金とは？ ②助成金活用のルール 

「ブラック企業」から考

える正しい労務管理 

◆ ７月１５日(火) 午後 2時 00分～4時 00分/定員３０名 

①ブラック企業とは何か？ ②労働トラブルの現状 
③正しい労務管理とは？ 

採用のイロハ 
◆ ７月１７日(木)  午後 2時 00分～4時 00分/定員３０名 

①なぜうちにはいい人が来ない？ ②求める人材・求めない人材 

③履歴書の落とし穴   ④面接は「お見合い」 

パワハラだ！と言わ

れない指導・コミュニ

ケーション方法 

◆ ７月２２日(火) 午後 2 時 00分～4 時 00分/定員３０名 

①パワハラとは何か？ ②企業リスク 

③ケーススタディ 

どうする？中小企業の 

人事賃金制度 

◆ ７月２４日(木) 午後 2時 00分～4時 00分/定員３０名 

①最近の傾向 ②「金額」よりも「納得感」 

③人事賃金制度構築の事例検討 

※申込方法等の詳細は裏面をご覧ください。 



 

◆担当講師：山本 亨（やまもと とおる）氏 
 

 

社会保険労務士法人アンカー 代表社員 

特定社会保険労務士 / 2級ｷｬﾘｱ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ技能士 /農業経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  

大手電子部品メーカーの人事部門にて研修講師を経験し、独立起業。 

現在は顧問先への労務管理指導、人事制度構築のほか、キャリア・コン 

サルタントとして若年者向け求職支援セミナーや高校生向けキャリア教 

育の講師としても活躍中。 

 

 

◆会  場： 市民交流センター えんぱーく４階 ４０１会議室 
        ※駐車場はえんぱーく向かい市営駐車場を御利用ください。（６時間無料） 

                 ※個別相談会は塩尻商工会議所会議室にて行います。  

 

◆申込方法 ：下記参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込み 

ください。定員になり次第締め切りとさせていただきます。 

：相談会は先着順とさせていただき、当所にて調整させていただきます。 

御希望に添えない場合もありますのでご承知おきください。 

 

◆お問合せ ：塩尻商工会議所 塩尻中小企業相談所／電話（０２６３）５２－０２５８ 

 

 

 

労務管理セミナー参加申込書 

ＦＡＸ：（0263）５１－１３８８（FAX送信の際は、番号に十分ご注意下さい。） 

助成金 2014 

【締切：7 月 3日】 
７月 ８日(火) 参加する ・ しない 

「ブラック企業」 

【締切：７月 10日】 
７月１５日(火) 参加する ・ しない 

採用のイロハ 

【締切：７月 12日】 
７月１７日(木) 参加する ・ しない 

パワハラ 

【締切：７月 17日】 
７月２２日(火) 参加する ・ しない 

人事賃金制度 

【締切：７月 19日】 
７月２４日(木) 参加する ・ しない 

事業所名 
 

 
参加者名 

 

住所 
〒 

 
連絡先 （    ） 

◎ご記入頂きました情報は、商工会議所が行う事業の実施･運営や商工会議所からの連絡・情報提供のために利用するほか、

参加者名簿として掲載し公開することがあります。 


